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11 職員の退職管理について  
職員は、再就職者から禁止される要求又は依頼（働きかけ）を受けたときは、人事委員会にその旨

を届け出なければならない（地公法第 38条の 2第 7項）。 

届出を受けた人事委員会は、再就職者が働きかけ規制に違反する行為を行った疑いがあると思料す

るときには、任命権者へ調査を要求することができ（地公法第 38 条の 5）、当該違反行為について、

任命権者が調査を実施する際は、人事委員会は、任命権者が行う調査が公正に行われるよう、その開

始から終了までを監視する。 

令和元年度は、再就職者から働きかけを受けた場合の届出はなかった。 

 

 

 


